
山口大学獣医学科 創立 80周年記念事業 

募  金  要  項 

１ 募金団体 

  国立大学法人山口大学 

２ 募金の目的 

   山口大学獣医学科の創立 80周年を記念し、2024（令和６）年 10月に開催予定の記念

式典及び特別講演会等の記念行事、学生の教育研究活動や国際交流推進等の支援を目

的とする基金設立事業を実施します。 

   獣医学科では、教育研究における輝かしい伝統を継承発展させながら、時代の要請に

対応できる次世代人材を育成するために、常に新しい取組みに積極的にチャレンジし

て進化を続けて参りました。創立 80 周年には、これまでの歴史を振り返り、将来を展

望し、そして 20年後の創立 100 周年に向かって新たな一歩を踏み出したいと考えてい

ます。 

３ 総事業費 

  ６００万円 

    内訳  １）記念式典、特別講演会等記念事業  １００万円 

        ２）学生教育研究活動支援（基金化）  ２００万円 

        ３）国際交流推進支援（基金化）    ２００万円 

        ４）その他学生のための学修環境整備等 １００万円 

４ 募金目標額 

  ６００万円 

５ 募金の範囲 

  １）山口獣医畜産専門学校卒業生 

２）山口大学農学部獣医学科卒業生 

３）山口大学共同獣医学部獣医学科卒業生 

４）山口大学共同獣医学部教職員 

５）山口大学名誉教授（農学部獣医学科・共同獣医学部） 

６）山口大学農学部獣医学科・共同獣医学部教職員ＯＢ 

７）その他本記念事業に賛同する法人及び個人 

６ 募金の方法 

１）１口 ５，０００円（何口でも可） 

 ※ご寄附をいただいた個人及び法人の方々のご協力に感謝し、ご芳名録（匿名希望者 



  を除く）を作成し、獣医学科創立 80 周年記念事業ホームページに掲載させていた 

  だくほか、獣医学科の歴史に末永く留めさせていただきます。） 

 ※２口（１０，０００円）以上のご寄附を頂いた方々には、後日、山口大学獣医学科 

  80 年の歴史を文章と写真にまとめた『山口大学獣医学科 80周年記念冊子』１冊を 

  お送りします。 

２）応募方法 

【オンライン（Web フォーム）によるご寄附の申し込み】 

 山口大学共同獣医学部ホームページ（https://www.yamaguchi-u.ac.jp/vet/）の 

「山口大学基金【プロジェクト支援（獣医学科創立 80周年記念事業）】」バナーを

クリックしていただくと、Web フォーム「寄附お申込み 入力画面」が開きます。 

 「寄附情報入力」から、 

 ①「寄附目的」 → 『プロジェクト支援』 

 ②「支援先」 → 『獣医学科創立 80 周年記念事業』 

 をそれぞれ選択していただき、以下、「寄附方法と寄附金額」等の必要事項につ

いて、画面の指示に沿って、入力または選択をお願いします。 

【払込取扱票によるお申し込み】 

 所定の払込取扱票（兼寄附申込書）により、お振り込みください。 

 なお、手数料は不要です。 

      口座振込  郵便振替口座   口座番号 ０１３００－４－８８７９６ 

 口座名   国立大学法人山口大学 

※ その他の金融機関については、払込取扱票（兼寄附申込書）に記載。 

３）募金期間 

  2023（令和５）年９月１日から 2025(令和７)年３月 31日まで 

    （必要に応じて延長する場合があります。） 

７ 事務局 

  〒753-8515 山口県山口市吉田 1677-１ 山口大学共同獣医学部内 

※ 本件に関するお問合せにつきましては、下記宛にお願いします。 

山口大学共同獣医学部事務長 電話（083）933-5942 

８ 寄附行為に対する税制上の優遇措置 

   山口大学へのご寄附については、個人・法人等を問わず、税制上の優遇措置が講じら

れます。なお、「振替払込請求書兼受領書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要

な証明書としての役割を果たすものなので、大切に保管してください。 

  【寄附者が個人の場合】※寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。 



   １）所得税 

（寄附金額－2,000 円）を課税所得金額から控除できます。 

※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額の 40％が上限となります。 

２）個人住民税（県民税・市町村民税） 

①山口県にお住まいの方（寄附された翌年の１月１日現在） 

     県民税の寄附金控除が受けられます。 

お住いの市町村の条例に山口大学への寄附が寄附金控除額控除の対象に指定さ

れている場合は、市町村民税の寄附金税額控除が受けられますので、お住まいの

市町村の税務担当へお問い合わせください。 

    ②山口県外にお住まいの方 

     お住まいの市町村の税務担当へお問い合わせください。 

  【寄附者が法人の場合】 

    寄附金の金額を損金に算入することができます。 
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